
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 不動産の現物出資                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ｑ：自分の持っている不動産を出資して、

会社を設立しようと思っています。どのよう

な取扱いになりますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：不動産の譲渡となり、譲渡所得税が課

せられます。また、時価より受入れ価額が低い

場合には、みなし譲渡課税や株主に対する贈

与の問題が生じますので注意してください。 

【解説】  

税務では、個人が法人に不動産を出資する

(現物出資といいます)と資産を譲渡したこと

となり、譲渡所得税がかかってくることにな

ります。 

この場合の譲渡所得の収入金額は、個人が

取得した株式の時価となります。 

株式の時価とは、現物出資後のその会社の

１株当たりの純資産価額をいいます。 

なお、この場合において、法人が不動産の

受入価額を低くしたりして、譲渡収入金額（譲

渡対価としての株式の価額）が、現物出資財産

の時価の２分の１未満となった場合には、低

額譲渡となり、時価により譲渡したものとみ

なして課税される（みなし譲渡課税）こととな

りますので注意してください。 

また、低額譲渡をしたことによって、会社

の株式の価額が上がった場合には、現物出資

をした者から現物出資した者以外の株主に対

して贈与があったものとして取り扱われるこ

ととなっていますので、この点にも注意が必

要です。 
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